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多賀城市教育情報基盤再構築計画策定及び調達支援業務委託仕様書 

 

第１章 総則 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、多賀城市（以下「発注者」という。）が委託する多賀城市教育情

報基盤再構築計画策定及び調達支援業務委託（以下「本業務」という。）に適用

する。 

 

２ 業務の目的 

  本市では、平成２７年度に校務系ネットワークの構築及び統合型校務支援シス

テム（以下「校務系」という。）の運用を開始し、また、令和３年度に国のＧＩ

ＧＡスクール構想に対応した児童・生徒の端末整備及びネットワーク環境（以下

「学習系」という。）の構築を行った。 

  本市では、文部科学省の指針を踏まえ、ＩＣＴを活用した児童・生徒の「個別

最適な学び」及び「協働的な学び」の充実並びに教職員の「業務負担軽減」及び

「児童・生徒と向き合う時間の確保」による教育のより一層の充実を図るため、

「多賀城市学校ＩＣＴ構想計画」を策定し、校務系及び学習系ネットワークの統

合による次世代の校務ＤＸの実現を目指している。 

  また、現在運用している教育関連システムについて、学校ごとに個別のシステ

ムが導入、運用されている状況であり、費用負担及び運用負担軽減に向けた業務

の標準化・統一化が課題となっている。 

  これらを踏まえ、本業務は、校務系及び学習系のネットワークを統合した、効

率性、安全性及び拡張性を備えた次期教育情報基盤の在り方を検討するとともに、

その円滑な実現に向けた計画の立案及び次期教育情報基盤の調達の支援を行うこ

とを目的に実施する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和８年３月２７日（金）まで 

 

４ 業務の実施 

  本業務は、本仕様書、契約約款等に基づき行うものとする。 

  また、本仕様書に疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、お互い

に誠意を持って協議の上、決定すること。 

 

５ 環境配慮事項 

  発注者は、地球環境保全に取り組んでいることから、受注者は契約の範囲内に

おいて、環境に配慮した事項を可能な限り実行すること。 
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６ 暴力団排除措置事項 

 (1) 受注者は、多賀城市が発注する建設工事、建設関連業務、物品調達等（以下

「建設工事等」という。）において、当該契約の履行に当たり暴力団員等によ

る不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固とし

てこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察への通報等

を行うこと。 

 (2) 受注者は、上記(1)により警察に通報を行った場合には、速やかに教育委員会

事務局教育総務課長にその内容を書面により報告すること。 

 (3) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる

等の被害が生じた場合は、教育委員会事務局教育総務課長と協議を行うこと。 

 

７ 著作権 

 (1) 本業務で作成した書類及び成果品等の著作権は、受注者が従前から保有して

いた等の明確な理由により、成果品納入時までに書面で権利譲渡不可能と示し

たもの以外、全て発注者に帰属するものとする。 

 (2) 受注者は、本仕様書に示す業務で作成される成果品について、発注者の承諾

を得ずに第三者へ譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。 

 (3) 受注者は、本仕様書に示す業務で作成される成果品について、発注者の承諾

を得ずに公表してはならない。 

 (4) 受注者は、発注者に対し、成果品等に係る著作者人格権を行使しないものと

する。 

 

８ 一括再委託の禁止 

 (1) 受注者は、業務のうち履行の全部、主要な部分又は契約金額の概ね２分の１

以上に相当する部分を委任し、又は請け負わせることをしてはならない。 

 (2) 業務の一部を再委託しようとする場合には、再委託承諾申出書を発注者に提

出し、承諾を得なければならない。 

 (3) 本業務の主要な部分は業務プロジェクト管理とし、受注者が自ら履行しなけ

ればならない。 

 

９ 提出書類 

  受注者は、業務の着手及び完了に当たり、次に掲げる書類を発注者に提出する

ものとする。 

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなけれ

ばならない。 

 (1) 業務着手時（契約後１０営業日以内） 
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  ア 業務着手届 

  イ 業務実施計画書 

  ウ 業務工程表 

  エ その他発注者が指示する関係書類 

 (2) 業務完了時 

  ア 業務完了報告書 

  イ その他発注者が指示する関係書類 

 

10 成果品 

  受注者は、定められた期日までに次に掲げる成果品を発注者に納入し、検査を

受けること。成果品は、電子データにより納品すること。 

 (1) 令和８年度に調達する教育情報基盤に係る予算化資料（令和７年９月末まで） 

 (2) 令和８年度に調達する教育情報基盤調達関連資料（令和７年１２月末まで） 

 (3) 教育情報セキュリティポリシーに関する情報提供資料（令和７年１２月末ま

で） 

 (4) 教育情報基盤再構築計画書（令和８年３月２０日まで） 

 

11 履行確認 

  業務完了後、受注者は書類等を提出し、発注者の検査合格後に完了とする。 

 

12 支払条件 

  業務完了後一括払 

  



- 4 - 
 

第２章 業務内容 

１ 基本事項 

  本業務の実施に当たっては、教職員を中心に構成する本市主催の（仮称）「多

賀城市学校ＩＣＴ推進ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）」にて教育

現場の課題やあるべき姿の設定など教職員の意見を集め、再構築計画の立案等を

行うこと。 

  なお、ＷＧの構成員、会議実施時期、回数、実施場所等については、発注者と

受注者で協議の上、決定する。 

  なお、本仕様書に示されていない内容で、本業務の目的に照らして必要と考え

られる事項がある場合には提案すること。 

 

２ 現状調査と分析 

 (1) 現行システムの調査・分析 

   現行の教育情報基盤の現状について、調査・分析を行い、問題点を抽出する

こと。調査対象とするシステムは、統合型校務支援システムその他学校事務関

連システム（保健システム等）及び学習系システムとする。 

   調査に当たっては、現行システムの評価を行うとともに次期システムのニー

ズ等についても調査を行うこと。 

   なお、現行システムの保守事業者とも連携しながら調査・分析を進めること。 

 (2) 外部動向の調査 

   教育情報基盤、情報セキュリティ等に関する政策動向、他自治体の動向等、

検討の参考となる外部動向について調査すること。 

 (3) 課題の整理・分析 

   上記の調査結果を踏まえ、現行の教育情報基盤における問題点・課題を整理

し、目指すべき方向性を検討すること。 

 

３ 再構築計画の立案 

 (1) あるべき姿の検討 

   上記２の結果を踏まえ、本市の教育情報基盤について、ＷＧによる協議を経

て、あるべき姿を明らかにすること。 

   また、検討内容には、以下の事項を含めること。 

   ア ネットワークの構成 

   イ 基盤・システムの構成及び形態 

   ウ 基盤・システムの基本要件 

 (2) ＷＧの企画・運営に係る支援 

   あるべき姿の実現に向け、ＷＧに関する企画・運営、提案された意見の取り

まとめ等を行うこと。ＷＧ開催場所の確保は発注者で実施する。 
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   また、ＷＧに参加する職員への資料作成等も併せて支援を行うこと。 

   検討内容よってはオンライン会議での開催も可能とするが、出席者の意向を

確認し、決定すること。 

 (3) スケジュールの検討 

   あるべき姿の実現に向け、教育情報基盤の再構築の手順及びスケジュールを

検討すること。検討の中で、令和８年度の調達範囲を明確化すること。 

 (4) 教育情報基盤の再構築計画立案に係るＲＦＩの実施 

   あるべき姿の検討結果を踏まえ、情報提供依頼（ＲＦＩ）用の資料一式を作

成し、事業者に対しＲＦＩを行うこと。 

   また、必要に応じて事業者からの回答に対する質疑を通じ、追加情報を収集

すること。 

 (5) 予算化支援 

   ＲＦＩの結果を取りまとめ、実現性や必要な費用を把握し、費用対効果を検

証すること。 

   また、検討結果を踏まえ、次期教育基盤の再構築・運用事業の予算化に向け

た資料を作成すること。 

 (6) 計画書の策定 

   上記の検討結果を踏まえ、教育情報基盤再構築計画書（案）を策定すること。 

 

４ 教育情報セキュリティポリシー策定に関する助言・情報提供 

  多賀城市次期教育基盤の再構築に当たり、多賀城市教育情報セキュリティポリ

シーの策定についての助言・情報提供等の支援を実施すること。 

 

５ 調達支援 

 (1) 調達・契約方針の検討 

   教育情報基盤の調達・契約方針を検討すること。 

 (2) 要件の検討 

   ＲＦＩの実施結果を踏まえ、令和８年度の整備対象となる教育情報基盤の機

能や非機能の要件を精査し、調達に資する要件を検討すること。 

   なお、多賀城市庁内ネットワーク（個人番号利用事務系ネットワーク）に接

続される標準準拠システムと教育情報基盤のデータ連携についても検討を行う

こと。 

 (3) 調達関連書類の作成 

   公募型プロポーザルによる調達を想定した、仕様書、実施要領、事業者選定

基準等、調達書類一式を作成すること。 

 

６ 業務の運営・管理 
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 (1) 業務実施計画の立案と管理 

   本業務の実施計画を立案するとともに、計画に沿って進捗管理等を行い、業

務を円滑に運営すること。 

 (2) 会議運営 

   本業務を遂行する上で必要な事項を協議するために月１回程度、定例会を開

催すること。定例会で使用する資料の作成、議事録の作成については、受託者

が行うこと。議事録の内容については、発注者の承認を得ること。 

   なお、会議は検討内容に応じてオンライン会議での開催も可能とする。 

 


